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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成20年5月1日(2008.5.1)

【公開番号】特開2006-296545(P2006-296545A)
【公開日】平成18年11月2日(2006.11.2)
【年通号数】公開・登録公報2006-043
【出願番号】特願2005-119426(P2005-119426)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ   7/02    ３２８　
   Ａ６３Ｆ   7/02    ３５２Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成20年3月17日(2008.3.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　付設処理装置２０は、通信回線２と接続される制御部４０と、各種プログラムや各種デ
ータが格納される記憶部５０と、使用者による選択や指示を入力するための各種操作キー
を備える操作部６０と、後述する遊技客カードについて有価遊技媒体の各種データの読み
出し及び書き込み等を実施するカード取扱部７０と、スピーカ等と音声アンプ等を有して
各種の音声サービスや音声指示等を出力可能な音声出力部９０と、遊技装置の前に人が座
ったことを検出できる人体部９５を備える。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　遊技客カードには、各々に固有の識別番号が記憶されており、例えば、会員カード２０
０の場合は、各顧客（会員）に固有の識別番号が記憶される。カード検出部７３により遊
技客カードが挿入されたことが分かると、カード読み書き部７４により、顧客の識別番号
等のデータ（他に例えば利用可能遊技場データ、有効期限データ、預り金額データ、貯玉
数データ等）が読み込まれ、制御部４０に通知され、制御部４０では、この識別番号等の
データに基づき遊技客カードが有効なものかどうかの判定が行われる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
　表示部８０は、挿入部７２に挿入された遊技客カードが有効であるかどうかの判定結果
を表示するカード合否表示部８１と、遊技装置使用可否表示部８２と、その他の様々な情
報を表示する汎用表示部８３を備える。汎用表示部８３は、例えば、液晶表示装置で構成
され、処理のための操作の案内等に用いられる。表示部８０は、また、挿入された遊技客
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カードが有効である場合に、遊技の開始を促したり、提供されるサービスなどをメニュー
表示したりして遊技者の操作の便を図るために用いることもできる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　人体検知部９５は、例えば、赤外線センサで構成され、パチンコ台の前の所定の遊技位
置（典型的にはパチンコ台前の椅子に座った位置）に人がいる場合にこれを検知するもの
であり、例えば、処理終了キー６５が押されない場合でも、遊技者が遊技位置から移動し
た場合にこれを検知し、必要に応じて警報をならすなどの処理を行なうことができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
　記憶部１１０は、制御部１００で利用する各種プログラムを格納するプログラムメモリ
１１１と、遊技装置に蓄積されるべき各種のデータ等を格納するデータメモリ１１２を備
えている。データメモリ１１２は、付設処理装置２０から受信した各種データと、遊技装
置において遊技中に発生あるいは更新される各種データを一時的に格納する。本実施形態
では、遊技装置３０内の記憶部１１０に記憶される各種データは、遊技時のみの一時的な
記憶として格納され、遊技装置として記録すべきデータ等は定期的に付設処理装置２０に
送出され、付設処理装置２０側の記憶部５０に格納される。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　ハンドル操作部１２０は、操作ハンドル１２１、及び、本実施形態の切換手段であるロ
ック装置１２２を含んでいる。操作ハンドル１２１は、使用者（遊技者）が実際に手で操
作するハンドル部分であり、この操作量により、例えば、有価遊技媒体の動作強度等が調
整される。ロック装置１２２、即ち、本実施形態の切換手段については、本実施形態のロ
ック装置１２２の他にも様々な方法が考えられるが、まず、本実施形態に示された方法、
即ち、上記した（Ａ１）の方法について説明する。これは、遊技装置３１～３５のハンド
ル操作部１２０を操作可能状態から操作不可能状態に機械的に固定するロック装置１２２
を用いる方法であるが、例えば、操作ハンドル１２１にロック用孔を設け、アクチュエー
タにより、そのロック用孔に、ロック用のシャフト（棒）を差し込むようにする。これに
より、操作ハンドル１２１が回動不能に固定されることから、操作ハンドル１２１はロッ
ク状態となる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
　また、（Ａ３）遊技装置３１～３５のハンドル操作部１２０の操作ハンドル１２１をそ
の内部の電気信号調整部と機械的に切り離すことで操作可能状態から操作不可能状態にす
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る連結／切離装置の場合なら、例えば、操作ハンドル１２１と上記した操作ハンドル１２
１が回動された位置を検出する部分の間の機構部分にクラッチ構造を形成して回動する力
が位置検出部分に伝達されないようにすれば良い。さらに、（Ａ４）遊技装置３１～３５
で遊技するために有価遊技媒体が投入される入口を通過可能状態から通過不能状態にする
ことで操作可能状態から操作不可能状態にする開閉装置の場合には、例えば、遊技装置の
上皿（外部）に蓄積された有価遊技媒体が再び遊技装置の内部に入って遊技に供される有
価遊技媒体の入口部分に、アクチュエータにより駆動される開閉シャッタ等を設けて操作
不可能状態時には閉じて有価遊技媒体が再び遊技装置の内部に入らないようにし、操作可
能状態時には開けるようにすれば良い。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
　本実施形態の記憶部１１内には、図４に示すように以下の各データテーブルが格納され
ている。
（Ｄ１）遊技場内の各遊技装置(台）毎の有価遊技媒体（玉）の出入りと使用金額が客種
（会員かビジタか）に対応して記憶される台別利用情報データテーブル３０１（図５参照
）。
（Ｄ２）遊技場の１日の入出金額が遊技装置の機種とカードＩＤ（識別番号）に対応させ
て時系列で記憶される日別利用情報データテーブル４０１（図６参照）。
（Ｄ３）各遊技場毎に各遊技装置のメーカー（機種）毎に対応させて利用時間（あるいは
稼働率）と入出金額が記憶されるメーカー別利用情報データテーブル５０１（図７参照）
。
（Ｄ４）会員カードの利用者の氏名や連絡先等の個人情報を格納するカード会員固有情報
データテーブル６０１（図８参照）。
（Ｄ５）カード会員個々に対応させて遊技場への各来店日毎の各遊技装置(台）に対応し
た時間情報と入賞回数、差の玉数、投資金額等が時系列で履歴的に記憶されるカード会員
個別遊技履歴データテーブル７０１（図９参照）。
（Ｄ６）カード会員個々に対応させて現金決済による購入金額と使用金額及び残金額、上
記したデビット決済による購入金額と使用金額及び残金額、貯玉数、サービスポイント等
が記録されるカード会員収支データテーブル８０１（図１０参照）。
（Ｄ７）カード会員個々に対応させて、機種毎あるいは台番号毎の週間あるいは月間の入
賞回数、収支等が記憶されるカード会員個別傾向データテーブル９０１（図１１参照）。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７４】
　上記を各図毎の説明として言い換えると、図５は、遊技場内の各遊技装置毎の有価遊技
媒体の出入りと使用金額を客種に対応して記憶する台別利用情報データテーブルの一例を
示す図であり、図６は、遊技場の１日の入出金額を遊技装置の機種と遊技客カードの識別
番号に対応させて時系列で記憶する日別利用情報データテーブルの一例を示す図であり、
図７は、各遊技場毎に各遊技装置のメーカー及び機種毎に対応させて利用時間又は稼働率
と入出金額を記憶するメーカー別利用情報データテーブルの一例を示す図である。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７５
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７５】
　同様に、図８は、会員カードの利用者の氏名や連絡先等の個人情報を格納するカード会
員固有情報データテーブルの一例を示す図であり、図９は、カード会員個々に対応させて
遊技場への各来店日毎の各遊技装置(台）に対応した時間情報と入賞回数、差の玉数、投
資金額等を時系列で履歴的に記憶するカード会員個別遊技履歴データテーブルの一例を示
す図であり、図１０は、カード会員個々に対応させて現金決済による購入金額と使用金額
及び残金額、デビット決済による購入金額と使用金額及び残金額、貯玉数、サービスポイ
ント等を記録するカード会員収支データテーブル８０１の一例を示す図であり、図１１は
、カード会員個々に対応させて、機種毎あるいは台番号毎の週間あるいは月間の入賞回数
、収支等を記憶するカード会員個別傾向データテーブル９０１の一例を示す図である。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７６】
　上記各図５～１１を概略的に説明すると、図５の台別利用情報データテーブル３０１、
図６の日別利用情報データテーブル４０１、図７のメーカー別利用情報データテーブル５
０１は、遊技場の管理運営上の利便をはかるためのデータテーブルである。それに対して
、図８のカード会員固有情報データテーブル６０１、図９のカード会員個別遊技履歴デー
タテーブル７０１、図１０のカード会員収支データテーブル８０１、図１１のカード会員
個別傾向データテーブル９０１は、カード会員の利便をはかるためのデータテーブルであ
り、言わば、カード会員専用のサービスとして作成されるデータテーブルである。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８５】
　付設処理装置２０からのデータを受信した中央管理装置１の演算部１０では、例えば、
その受信データと図８のカード会員固有情報データテーブル６０１に基づいて、図９～図
１１に示した各データテーブルの内容を作成あるいは更新する。図５～図７の各データテ
ーブルについては、例えば、上記と同様な各データのみで作成あるいは更新するか、ある
いは、それに加えて各メーカー毎や機種毎のより専門的なデータが用いて作成あるいは更
新が実施される（Ｓ４）。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８６】
　ステップＳ２及びＳ３の処理と並行する処理か後処理として、付設処理装置２０は、遊
技客カード内の、例えば、預り金額記憶部２０４、貯玉数記憶部２１０、前回（最新）遊
技実施日記憶部２１４等のデータが更新される（Ｓ５）。なお、ステップＳ２、Ｓ３及び
Ｓ５の処理は、この順番である必要は無く、並行処理あるいは各処理の順序を入れ替えて
も良い。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００８７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８７】
　次に、付設処理装置２０は、ステップＳ２、Ｓ３及びＳ５の処理が終了したことを確認
した後に、例えば、データメモリ５２が揮発性のデータメモリ（作業メモリ）である場合
にはデータをリセットすることにより消去し（Ｓ６）、制御部４０内の遊技不能信号生成
部４３でハンドルロック信号を生成して、そのハンドルロック信号を遊技装置３０に向け
て送出し、遊技装置３０ではハンドルロック処理を実施する（Ｓ７）。なお、ハンドルロ
ック信号は、上記したステップＳ２、Ｓ３及びＳ５の処理が終了した後である必要は無く
、例えば、遊技終了操作が実施された（ステップＳ１：ＹＥＳ）場合のすぐ後に実施し、
メモリデータの保存等はその後に実施するようにすることも可能である。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９３】
　識別番号に対応する各種データを受信した付設処理装置２０は、例えば、データメモリ
５２に遊技客カードから読み込まれたデータと、受信した各種データとを照合して一致を
確認することで遊技客カードのデータが改ざん等されていない正しいデータであるか否か
を判断する（Ｓ１４）。遊技客カードから読み出されたデータと受信データとが一致しな
い場合（Ｓ１４：ＮＯ）には、付設処理装置２０は、例えば、遊技装置３０の表示部１４
０及び音声出力部１５０等により遊技客カードに異常が発生していることを使用者（遊技
者）に通知すると共に、中央管理装置１に向けて遊技客カードのデータに異常が発生した
こととその異常の内容を、通信回線２を介して通知する。中央管理装置１では、遊技客カ
ードのデータに異常が発生した通知を受信した場合には、その遊技客カードのデータの異
常の内容に応じて、不正な改ざんによるものか、偶発的な事故によるものか等を判断し、
例えば、過付設処理装置２０内のカード読み書き部７４により遊技客カードの記憶内容を
正確なデータに書き直すか、担当の係員のみを現場に向かわせるか、複数の係員を現場に
向かわせるか等の各種の異常時処理を実施する（Ｓ１９）。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９７】
　ステップＳ１６あるいはＳ１７により、その遊技装置３０の設定が終了したら、付設処
理装置２０は、制御部４０内の遊技可能信号生成部４４でハンドルロック解除信号を生成
して遊技装置３０に送出し、遊技装置３０に上記ステップＳ７でロックされたハンドルを
解除させる（Ｓ１８）。このようにして、その遊技装置３０で、前回から継続して遊技す
る遊技者に対しても、新規に遊技を始める遊技者に対しても適切な設定を遊技装置３０に
実施することができる。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０２】
　また、遊技場の都合により、遊技客カードは会員カードのみとして、現金にて直接遊技
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する客を許容させたい場合には、例えば、付設処理装置に貨幣が投入されて有価遊技媒体
（玉）が貸し出される（要求される）ことによって、上記した操作ハンドルのロックを解
除させるようにして遊技実行を可能な状態にする方法が考えられる。但し、この場合には
、有価遊技媒体の数量データ等に関する履歴のデータを作成あるいは保存する処理等は、
会員のみに限られることになる。
　なお、上記の実施の形態では、遊技装置がパチンコ台であり、遊技媒体がパチンコ玉で
ある場合について説明したが、本発明は、例えば、遊技装置がスロットマシンであり、遊
技媒体がコインの場合にも適用することができる。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０３】
【図１】本発明の遊技装置管理システムの概略構成の一例を示すブロック図である。
【図２】図１の付設処理装置の内部の概略構成の一例を示すブロック図である。
【図３】（ａ）は図１の遊技装置の内部の概略構成の一例を示すブロック図であり、（ｂ
）は図２の遊技客カードに記録されているデータの一例を示す図である。
【図４】中央管理装置の記憶部に記録されているデータテーブルの一例を示す図である。
【図５】遊技場内の各遊技装置毎の有価遊技媒体の出入りと使用金額を客種に対応して記
憶する台別利用情報データテーブルの一例を示す図である。
【図６】遊技場の１日の入出金額を遊技装置の機種と遊技客カードの識別番号に対応させ
て時系列で記憶する日別利用情報データテーブルの一例を示す図である。
【図７】各遊技場毎に各遊技装置のメーカー及び機種毎に対応させて利用時間又は稼働率
と入出金額を記憶するメーカー別利用情報データテーブルの一例を示す図である。
【図８】会員カードの利用者の氏名や連絡先等の個人情報を格納するカード会員固有情報
データテーブルの一例を示す図である。
【図９】カード会員個々に対応させて遊技場への各来店日毎の各遊技装置(台）に対応し
た時間情報と入賞回数、差の玉数、投資金額等を時系列で履歴的に記憶するカード会員個
別遊技履歴データテーブルの一例を示す図である。
【図１０】カード会員個々に対応させて現金決済による購入金額と使用金額及び残金額、
デビット決済による購入金額と使用金額及び残金額、貯玉数、サービスポイント等を記録
するカード会員収支データテーブルの一例を示す図である。
【図１１】カード会員個々に対応させて、機種毎あるいは台番号毎の週間あるいは月間の
入賞回数、収支等を記憶するカード会員個別傾向データテーブルの一例を示す図である。
【図１２】付設処理装置から通信回線を介して中央管理装置に送出されるデータのアドレ
スマップの一例を概略的に示す図である。
【図１３】付設処理装置で遊技終了の操作が実施されて遊技客カードが排出され、その後
、遊技客カードが再度挿入された場合の、付設処理装置及び中央管理装置の動作を示すフ
ローチャートである。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０４】
　１　中央管理装置、　２　通信回線、　１０　演算部、　１１　記憶部、　１２　表示
部、　１３　操作部、　２０～２５　付設処理装置、　３０～３５　遊技装置、　４０　
制御部、　４１　タイマ、　４２　カード挿入判定部、　４３　遊技不能信号生成部、　
４４　遊技可能信号生成部、　５０　記憶部、　５１　プログラムメモリ、　５２　デー
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タメモリ、　６０　操作部、　６１　実行キー、　６２　増減キー、　６３　品目選択キ
ー、　６４　処理種類選択キー、　６５　処理終了キー、　７０　カード取扱部、　７１
　挿入済表示部、　７２　挿入部、　７３　カード検出部、　７４　カード読み書き部、
　８０　表示部、　８１　カード合否表示部、　８２　遊技装置使用可否表示部、　８３
　汎用表示部、　９０　音声出力部、　９５　人体検知部、　１００　制御部、　１０１
　入力信号判定部、　１０２　ハンドルロック信号生成部、　１０３　ハンドルロック解
除信号生成部、　１１０　記憶部、　１１１　プログラムメモリ、　１１２　データメモ
リ、　１２０　ハンドル操作部、　１２１　操作ハンドル、　１２２　ロック装置、　１
３０　遊技部、　１４０　表示部、　１５０　音声出力部、　２００　遊技客カード、　
２０１　カード識別番号記憶部、　２０２　利用可能遊技場番号記憶部、　２０３　有効
期限記憶部、　２０４　預り金額記憶部、　２１０　貯玉数記憶部、　２１１　打止め玉
数記憶部、　２１２　通常玉数記憶部、　２１３　繰り越し玉数記憶部、　２１４　前回
（最新）遊技実施日記憶部、　３０１　台別利用情報データテーブル、　４０１　日別利
用情報データテーブル、　５０１　メーカー別利用情報データテーブル、　６０１　カー
ド会員固有情報データテーブル、　７０１　カード会員個別遊技履歴データテーブル、　
８０１　カード会員個別収支データテーブル、　９０１　カード会員個別傾向データテー
ブル。
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